
令和 7年度 今治市デジタル人材育成事業業務委託 

公募型プロポーザル実施に係る Q＆Aについて 

 質問事項 具体的内容 回答 

1 仕様書 

「３ 目的」 

「プログラミングなどデジタルスキル

習得支援等」とありますが、プログラミ

ング以外の具体的なデジタルスキルの

指定はありますか。（生成 AI、ローコ

ードツールの利活用など） 

 具体的なスキルは指定していま

せん。受託した際は、仕様書「５ 

業務の実施体制」（４）に記載して

おりますように、企業等から必要

な情報を収集し、デジタル人材育

成に資するニーズやトレンド等の

分析・把握を行っていただき、講座

に反映させていただく必要があり

ます。 

 

２ 仕様書 

「４ 業務内容」 

デジタル人材の育 

成・確保 

「デジタル人材求人企業と個別マッ

チングを随時実施すること」について、

再委託での提案は可能ですか。 

 仕様書「11 留意事項等」（３）

にありますように、受託者は、本業

務を一括して第三者に委託するこ

とはできませんが、業務の効果を

向上させるために必要とされる業

務については、市の承諾を得た場

合に限り、その一部を第三者に委

託することができます。 

 

 

以下の質問に対しては、１受講者が、仮に昼の部に参加し、１日３時間の講座を 1コマとする 40コマ

を受講した場合に「修了」するものと前提し回答します。 

 

３ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

受講者１人に対し40コマの講座を受

講させるという理解でよいですか。 

また、仕様書内に記載のある修了生

とは、40 コマを受講し終えた受講者を

指しますか。 

 受講者１人に対しての講座数は

40コマです。 

 修了生は40コマを受講した方を

指します。 

４ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

実施回数について、１クールとは具

体的にどの期間を指しますか。 

 １クールとは、昼夜２部体制で

それぞれ１日３時間の講座を40コ

マずつ（計 80コマ）実施する期間

です。 

 

５ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

３クール合計で 120 コマの講義を実

施するということで間違いないです

か。また 1 コマは講義 1 回という認識

で相違ないですか。 

 １クール中に昼夜２部体制で 40

コマずつ実施していただきますの

で、１クールに実施される昼夜の

コマ数を合わせると80コマとなり

ます。したがって、３クールで合計



240コマ実施していただきます。 

 １コマは 1 講座という認識で相

違ありません。 

６ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

 1 クール目が終了する前に 2 クール

目を開始し、並行して進行することは

可能ですか。 

 １クール目と２クール目の実施

時期が一部重なることは可としま

すが、多くの方が参加できるよう

実施時期の工夫をしてください。 

７ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

 

同じクール内の40コマはすべて異な

る内容でなければならないですか。 

 講座内容についての指定はして

おりませんので、受講者がデジタ

ルスキルの習得に資する講座を実

施してください。 

 

８ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

 

昼のコマと夜のコマで内容の重複は

認められますか。 

 内容の重複は認めます。ただし、

昼の部、夜の部それぞれの受講者

が、それぞれの部の 40コマを受講

すれば修了できる内容にしてくだ

さい。 

 

９ 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

 

受講者から徴収する負担金につい

て、市に納品をするものですか。 

それとも、受託者が受け取ることが

できるものですか。 

 市に納品するものの場合、契約金と

は別に受託者へ支払いはございます

か。 

 

 受講者から徴収する負担金は、

受託者が受領するものとなりま

す。 

10 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

 

徴収する負担金額はどのように決定

されますか。また上限金額などの制限

はございますか。 

 徴収する負担金については、実

施要領「12 企画提案書の提出」

（３）ウに記載しております参考

見積書内の別紙参考見積明細書に

て、負担金額を提案者が算定し、お

示しください。 

負担金額の上限金額の制限等は

設けておりません。 

 

11 仕様書 

「４ 業務内容」 

①デジタル人材育

成講座の実施 

「５ 業務の実施

体制」 

 コマごとに内容は独立している必要

はありますか。 

例えば連続して３コマ受講すること

を前提としたカリキュラムを作成する

ことは可能ですか。 

 コマごとの内容は独立している

必要はありません。 



12 仕様書 

「５ 業務の実施

体制」 

 講座の実施形式について、対面形

式かZoomなどを用いたオンライン形式

かの指定はありますか。 

 実施方法につきましては、対面、

WEB、対面及び WEBの併用いずれで

も可能です。実施方法など、内容に

つきましては、企画提案書に記載

してください。 

 

13 仕様書 

「５ 業務の実施

体制」 

講座はオンライン(Zoom ウェビナー

など WEB会議ツールや XR CLOUDなどメ

タバースプラットフォーム上)で実施

することは認めれますか。 

 

 実施方法につきましては、対面、

WEB、対面及び WEBの併用いずれで

も可能です。実施方法など、内容に

つきましては、企画提案書に記載

してください。 

 

 


